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労働安全衛生関係

免許試験日程

2025年10月から12月までの間
に当センターで実施する学科試験
の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験
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2025年７月分 
新型コロナウイルス感染症り患による
労働災害発生状況

休業4日以上
（速報値）

製造業
0人（－9） 

第三次産業
215人（－245）

合計
215人
（－254）

2025年（令和７年）労働災害発生状況

鉱業
3人
（－1）

建設業
2人（±0）

その他
12人（－12）

第三次産業
   516人（＋21）　

第三次産業
  0人（－1）　

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

7月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
7月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

林業
11人（－12）

製造業
4人（＋2）

製造業
294人（－7）

建設業
125人（－1）

運輸交通業
178人（－12）

運輸交通業
 2人（＋2）

貨物取扱業
 1人（＋1）

その他の
業種
1人（＋1）

その他
1人（＋1）

貨物取扱業 12人（－8）

交通事故
1人（＋1）

墜落・転落
4人（＋3）

崩壊・倒壊
0人（－2）

激突され
1人（＋1）

有害物との接触
0人（－1）

はさまれ・
 　　　巻き込まれ     
　　     3人（＋2）     

事故の
型　別
10人
（＋5）

令和７年死亡災害発生状況
番号 業　　種 災害発生月  発生時間帯 事故の型 起因物 災　害　発　生　状　況 備考

9 道路貨物
運輸業

令和7年
7月 9時台 墜落、転落 トラック 高さ2m

以上

高さ2m
以上

荷主先で、木質チップをトレーラーに積み込む作業を終え、トレーラーの運転手が
荷台に満載したチップの上でシート掛けを行っていたところ、荷台の後端部でバラ
ンスを崩し、転落した。

10 港湾
荷役業

令和7年
7月 14時台 激突され 移動式クレーン

接岸した船舶の船倉内で、移動式クレーンを用いてフレコンパックの荷降ろし作業の
作業指揮をしていた被災者が、荷の巻き上げ合図を出した後に、船倉のフレコン
バックの隙間に落下し、頭部から血を流している状態で発見されたもの。

岡山労働局 （令和７年７月末現在）

（注）令和７年１月１日から令和７年７月末日までに発生した労働災害で、令和７年７月末日までに労働基準監督署に報告のあったもの。

業種別
10人
（＋5）

木建17人（－3）

全産業
1,151人
（－32）

全国労働衛生週間の実施について
介護看護現場におけるノーリフトケア＆ICT DX推進セミナー
フリーランス・事業者間取引適正化等法
令和６年度個別労働紛争解決制度の施行状況について
働き方・休み方改善コンサルタントを利用しませんか？

2
4
10
12
13

中小企業無災害記録証が授与されました
令和７年度岡山地方産業安全衛生大会のご案内
産業用ロボット（教示・検査）特別教育の実技を再開します！
労働安全衛生法に基づく免許試験の受験申請は
オンラインで！

6
7
9
11

労働災害－統計－ 14
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産業保健活動総合支援
産業保健総合支援センターは、産業保健活動を支援する
ため、企業への訪問指導や相談対応、研修などを実施し
ています。
地域産業保健センター（地産保）では、小規模事業場を
対象に、医師による健康相談などを実施しています。
また、事業主団体等を通じて、中小企業等の産業保健活
動の支援を行う「団体経由産業保健活動推進助成金」に
よる支援も実施しています。
■産業保健総合支援センター（さんぽセンター）
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/ 
578/Default.aspx

SAFEコンソーシアム
「従業員の幸せのためのSAFEコンソーシアム」※
に加盟し安全衛生の取り組みを社内外に
PRしましょう！

※増加傾向にある転倒・腰痛などの労働災害について、顧客や消費者
も含めたステークホルダー全員で解決を図る活動体です。趣旨に賛
同した企業、団体でコンソーシアムを構成し、労働災害問題の協議
や、加盟者間の取り組みの共有、マッチング、労働安全衛生に取り
組む加盟メンバーの認知度向上などをサポートします。

■SAFEコンソーシアムポータルサイトはこちら
　（サイト内から加盟申請もできます）
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/

メンタルヘルス対策
職場でのメンタルヘルス対策に関する法令・通 達・マ
ニュアル、「ストレスチェック実施プログラム（無料）」
を掲載しています。

メール・電話・SNS相談窓口を設置し、メンタルヘルス
対策の取組事例などを紹介しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ 
anzeneisei12/

■働く人のメンタルヘルスポータルサイト
 「こころの耳」
https://kokoro.mhlw.go.jp/

働 き 方 改 革
時間外労働の削減や年次有給休暇取得促進など働き方改
革の推進に役立つ情報を紹介しています。

■各種助成金や無料相談窓口の紹介等
　（働き方改革特設サイト）
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top

■働き方の現状が把握できる「自己診断」等
　（働き方・休み方改善ポータルサイト）
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

そ の 他
■職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

■職場における受動喫煙防止対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/ kitsuen/in-
dex.html

■労働基準監督署等への届出は電子申請が便利です！
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/ 
　　　　　　denshishinsei.html

治療と仕事の両立支援
治療と仕事の両立支援のガイドラインや企業の取り組み
事例、シンポジウムなどの総合的な情報を紹介していま
す。
■治療と仕事の両立支援ナビ
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp

労働安全衛生調査
事業所が行っている安全衛生管理や、そこで働く労働者
の不安やストレスなど心身の健康状態についての調査結
果を公表しています。
安全衛生管理の参考資料として活用するとともに、調査
対象となった際のご協力をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/ 
list46-50_an-ji.html

高年齢労働者の健康づくり
高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けた
取り組みを進めましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/ 
newpage_00007.html

化学物質管理
職場の化学物質管理の総合サイト「ケミサポ」や化学物
質管理に関する無料相談窓口のご案内などを掲載してい
ます。
 ■職場の化学物質管理の道しるべ
 「ケミガイド」
https://chemiguide.mhlw.go.jp/

転倒・腰痛予防対策
転倒・腰痛予防対策の参考資料を紹介しています。
■「いきいき健康体操」（監修：松平浩）
https://www.mhlw.go.jp/content/
000895038.mp4
■腰痛を防ぐ職場の好事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/
11300000/001087637.pdf

取り組みには、以下の情報や支援をご活用ください。

第76回 全国労働衛生週間

準備期間（９月１日～30日）に実施する事項

「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する
国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的と
して毎年実施しています。

重点事項をはじめとして、日常の労働衛生活動の総点検を行いましょう
● 過重労働による健康障害防止対策
● 職場におけるメンタルヘルス対策
● 職場における転倒・腰痛災害の予防対策
● 化学物質による健康障害防止対策
● 石綿による健康障害防止対策
● 職場の受動喫煙防止対策

全国労働衛生週間（10月１日～７日）に実施する事項
● 事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
● 労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
● 労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
● 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など緊急時の災害を想定した実地訓練などの
　 実施
● 労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示
● その他労働衛生の意識高揚のための行事などの実施

● 治療と仕事の両立支援対策
● 職場の熱中症予防対策の推進
● テレワークでの労働者の作業環境、健康確保
● 小規模事業場における産業保健活動の充実
● 女性の健康課題への取組
● 東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進

事業者の皆さまへ

全国労働衛生週間スローガン

誰もが安心して健康に働ける職場づくりへのご協力をお願いします!

ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて 
ストレスチェックで健康職場

2025（令和7）年10月１日～７日［準備期間：９月１日～30日］

主　唱　　厚生労働省、中央労働災害防止協会
協　賛　　建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、
　　　　　港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

都道府県労働局・労働基準監督署
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〈講師〉協栄金属工業㈱ 代表取締役社長　小山 久紀 氏

〈講師〉岡山労働局 労働基準部 健康安全課長　貞宗 恵治 氏

〈発表者〉岡山県＋ＳＡＦＥ協議会（岡山労働局・日進ゴム㈱・㈱丸五）

参加
無料

岡山コンベンションセンター
ママカリフォーラム イベントホール
（岡山市北区駅元町14-1）

　この度は、「中小企業無災害記録証（第三種銅賞）」を賜り、誠にありがとうございます。
　おかげさまで、以前いただいた「第二種・進歩賞」に続き、無事故・無災害1,500日を達成することができ
ました。
　この成果は、基本姿勢「タックには、人命を犠牲にしてまでも遂行しなければならない業務は存在しない」の
もと、安全基本理念「決心します 今日一日の無災害！」を掲げ、全社員が安全最優先で行動し、誰もが安心し
て働ける職場づくりを目指してきた賜物であると、社員一同、心より喜んでおります。
　弊社は、1932年に鉱山業として創業し、今年で93周年を迎えました。当初は陶磁器向け鉱石の採掘・販売
を行っておりましたが、建設業界への営業活動をきっかけに、シールド工事における二液型裏込め注入材料の
開発・販売へと事業を展開し、これまでに1,900を超える現場で実績を重ねてまいりました。
　今後も、インフラ工事における「地盤沈下ゼロ」の実現を追求し、都市や地域、そして人々を“つなぐ”企業
として、歩み続けてまいります。ありがとうございました。

中小企業無災害記録証が授与されました！！
株式会社タック（備前市吉永町神根本５６）

◆代表者からのメッセージ

株式会社タック　テクノセンター長　阿部　純一郎

阿部センター長（左）と瀧川代表取締役社長（右）

　同社では、平成31年２月５日から無災害を継続し、令和７年４月
28日に記録（第三種・銅賞・1,500日）を見事達成し、本年５月に
中小企業無災害記録証を申請されました。このたび、７月１日付け
でその交付が決定し、８月18日、岡山県労働基準協会において記録
証の伝達式が行われました。
　伝達式では、代表取締役社長　瀧川　信二様及びテクノセンター長
阿部　純一郎様に記録証と記念品が手渡されました。
　申請事業場の業種は窯業・土石製品製造業、次回の「第四種・銀賞・
2,250日」も達成されますことを祈念いたします。

中小企業無災害記録証授与制度　申請のご案内
　中央労働災害防止協会では、中小企業が自主的に安全衛生活動を進める上での目標となるよう「中小
企業無災害記録証授与制度」を設けています。この制度開始以来、経営者、従業員が一丸となって安全
衛生活動を進め、無災害記録を達成した多くの事業場に無災害記録証が授与されています。
　災害ゼロの安全で快適な職場づくりに向けて、ぜひこの制度をご活用ください。

表彰の対象となる事業場は次の要件をいずれも
満たしている事業場です。

○中小企業（資本の額又は出資の額の総額が１億
円以下又は常時使用される労働者数が300人
以下の企業）に属する事業場

○労働者が10人以上100人未満の事業場

≪申請書及び制度のお問い合わせ≫

・中央労働災害防止協会ホームページ　  無災害記録証　     検索
・岡山県労働基準協会　℡０８６－２２５－３５７１

■中小企業無災害記録証授与制度申請のながれ

岡山県労働基準協会
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健康管理は、労働衛生センターで！

一般社団法人岡山県労働基準協会　労働衛生センター
　　TEL（086）281-4500　
　岡山市南区山田 2315-4（岡山県安全衛生会館内） 検 索岡山　労働衛生センター

　労働衛生センターは、一般社団法人岡山県労働基準協会の健康管理活
動部門として事業場の方々の健康診断・作業環境測定・産業医・保健指
導活動等のサービスを行っています。
　公益社団法人全国労働衛生団体連合会の総合精度管理事業へ参加
し、Ａ判定をもらい信頼できる確かな健康診断・作業環
境測定を提供させていただきます。
　健康診断は、検診車で訪問させていただく巡回健診と
当センターで受診していただく施設健診がございます。
施設健診の日程は、ホームページをご覧ください。

岡山県労働基準協会 検索

大変お待たせいたしました！
産業用ロボット（教示・検査）特別教育の実技を再開します!!

皆さまからのご要望にお応えするため、安全衛生
会館内に産業用ロボットを設置いたしました！

皆さまのご受講を心よりお待ちしております！

教育概要
・対象：産業用ロボット（教示・検査）の業務に従事され
　　　　る方
・内容：産業用ロボットの基本操作、作業方法、安全管
　　　　理全般
・形式：少人数制、実機を使用した実技が中心

受講者募集中
・ご好評につき、10月から実施回数を拡大！

お問い合わせ・お申込み
申込方法：当協会ホームページからお申込みください
お問い合わせ先：
　　　　　岡山県安全衛生会館　TEL 086-282-6532

〒

税理士

〒700-0983　岡山市北区東島田町1丁目2番5号
TEL：086－231－1227

武　田　育　男
たけ だ おやす

三井造船特機エンジニアリング株式会社
マリン・メンテ事業部

取締役事業部長　三 島 利 文

岡山事業所
〒704-8126 岡山市東区西大寺浜910
Tel.（086）943-2934　Fax.（086）943-4787

本社／〒7 0 9 - 0 6 2 5
　　　岡山市東区上道北方 6 8 8 - 1
　　　T E L （ 0 8 6 ） 2 7 9 - 5 1 1 1
　　　F A X（ 0 8 6 ） 2 7 9 - 3 1 0 7
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三
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教示・検査等実技教育用ロボット

６軸垂直多関節ロボット
（最大過般重量４ｋｇ）
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フリーランス・事業者間フリーランス・事業者間
2024年

施行
11月１日

取引適正化等法取引適正化等法

岡山労働局　雇用環境・均等室

TEL 086-225-2017お問い合わせ先
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労働調査会の定期刊行誌労働調査会の定期刊行誌

労働調査会　関西支社 https://www.chosakai.co.jp
大阪市西区阿波座2丁目2-18 TEL.06-6541-3045　〒550-0011

労働基準広報
発行 月３回(１日・11日・21日) 
　　　  年６回別冊付録つき
判型/頁数 B5判／56頁
年間購読
会費 税込価格 67,320円

★お申し込みは、
最寄りの一般社団法人岡山県労働基準協会・各支部へ!!

いち早く、労働行政関連情報を手に入れるなら、労働調査会の定期刊行誌！ 
ご希望の方には、無料で見本誌を差し上げています。

先見労務管理
発行 月２回(10日・25日)
　　　 年６回別冊付録つき
判型/頁数 B5判／64頁
年間購読
会費 税込価格 67,320円

労働安全衛生広報
発行 月２回(１日・15日) 
　　　 年６回別冊付録つき
判型/頁数 B5判／64頁
年間購読
会費 税込価格　67,320円

　適切な労働時間で働き、適切な休暇を取得することは、社員の仕事に対する意識や、モチベーションを高めると
ともに、業務効率、生産性の向上、職場への定着、優秀な人材の確保、ひいては企業の成長、発展につなげること
ができます。
　岡山労働局では、働き方改革に関する相談や助言を行うため、専門的な知識や豊富な経験を有する社会保険労務
士等から任用した「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置しています。

※「働き方・休み方改善コンサルタント」のご利用は全て無料です。相談内容に関する秘密は守られます。

１　コンサルティング（個別訪問によるアドバイス）
　　「働き方・休み方改善コンサルタント」が事業場にお伺いし、労働時間や休暇制度の
状況を診断のうえ、アドバイスや改善に向けた具体的な提案や資料の提供を行います。
２　説明会への講師派遣
　　労働時間や休暇制度に関する説明会などに、「働き方・休み方改善
コンサルタント」を講師として派遣します。

３　研修会（ワークショップ）の開催
　　長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得向上に成果を上げている事例などを教材として、
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に関する研修会を開催します。

働き方・休み方改善コンサルタント働き方・休み方改善コンサルタント
を利用しませんか？を利用しませんか？

「働き方・休み方改善コンサルタント」制度は、以下のような方法でご利用いただけます

事業主、事業主団体のみなさ
ま

■問い合わせ・申込先■　岡山労働局　雇用環境・均等室
TEL 086-225-2017　　E-mail  kokin33hata@mhlw.go.jp

～企業が抱えるこのような悩みにコンサルタントが対応します！～～企業が抱えるこのような悩みにコンサルタントが対応します！～
□働き方改革を考えているが、そもそも何をすればいいのか分からない
□残業時間を削減し、長時間労働を改善したい
□優秀な人材を確保するためにも年次有給休暇をはじめ休暇制度を充実したい
□労働時間や休日・休暇等の全般について、専門家に相談したい
□ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）ってどんなこと？
□従業員の動機付けが難しい。良い研修はないの？個別労働紛争解決システムの概要 相談件数の推移（10年間）

民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数

労働者 事業主

助言・指導の申出 あっせんの申請

民事上の個別労働紛争相談件数 総合労働相談件数

法違反に対する指導・監督など

（関係機関）都道府県 裁判所 法テラス　など

紛争

労働局
総合労働相談コーナー

企業内における自主的解決

紛争解決援助の対象となる事案

労働基準監督署 公共職業安定所 雇用環境・均等室

労働問題に関する情報提供・個別相談の
ワンストップ・サービス

都道府県労働局長
による助言・指導

紛争調整員会（労働問
題の専門家により組織
された委員会）による

あっせん

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

相談・お問い合わせ先　　　岡山労働局　雇用環境・均等室　　電話　086-225-2017

 平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度  令和元年度  令和２年度  令和3年度  令和4年度  令和5年度  令和6年度

3,258 3,299
3,833 3,582

4,194
4,519 4,378

4,971 4,734
4,411

14,135
16,229

15,095 14,296
16,112

19,348

15,481 15,321 15,719
14,298

令和６年度個別労働紛争解決制度の施行状況について
～民事上の個別労働紛争の内容別相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が14年連続トップ～
　「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラ
ブルを未然防止や早期解決を促進するための制度で、以下の３つの方法があります。
　①幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」
　②個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」
　③あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委託して行う「あっせん」
　岡山労働局では、労働局及びすべての労働基準監督署に総合労働相談コーナーを設置し、相談対応等
を行っています。
　令和６年度に同コーナーに寄せられた相談は、前年度から約2.5％増加し、15,719件でした。
　このうち、労働基準法違反を伴わない労働条件の引下げや退職勧奨等の民事上の個別労働紛争に関す
る相談が4,734件でした。
　相談の内容は、前年度の1,711件から大きく減少したものの、「いじめ・嫌がらせ」が1,062件で
最多となっています。
　「助言・指導」の件数については前年度より13.3％減少して85件、「あっせん」の件数についても
前年度より36.6％減少して26件でした。
　岡山労働局では、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます。

ほか　計 2180（35.6%）

雇止め　　　　 
賠償
出向・配置転換
懲戒処分 
その他
その他の労働条件 

309（5%）
226（3.7%）
226（3.7%）
168（2.7%）
479（7.8%）
574（9.3%）

いじめ・嫌がらせ   
　1062（17.4%）

令和６年度
民事上の個別労働紛争

相談件数
計６,１２９件
（※内訳延べ
　合計件数）

自己都合退職
  964（15.8%）

労働条件引下げ
  689（11.3%）

解雇 592
676（11%）

退職勧奨
549（9%）
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労働調査会の定期刊行誌労働調査会の定期刊行誌

労働調査会　関西支社 https://www.chosakai.co.jp
大阪市西区阿波座2丁目2-18 TEL.06-6541-3045　〒550-0011

労働基準広報
発行 月３回(１日・11日・21日) 
　　　  年６回別冊付録つき
判型/頁数 B5判／56頁
年間購読
会費 税込価格 67,320円

★お申し込みは、
最寄りの一般社団法人岡山県労働基準協会・各支部へ!!

いち早く、労働行政関連情報を手に入れるなら、労働調査会の定期刊行誌！ 
ご希望の方には、無料で見本誌を差し上げています。

先見労務管理
発行 月２回(10日・25日)
　　　 年６回別冊付録つき
判型/頁数 B5判／64頁
年間購読
会費 税込価格 67,320円

労働安全衛生広報
発行 月２回(１日・15日) 
　　　 年６回別冊付録つき
判型/頁数 B5判／64頁
年間購読
会費 税込価格　67,320円

　適切な労働時間で働き、適切な休暇を取得することは、社員の仕事に対する意識や、モチベーションを高めると
ともに、業務効率、生産性の向上、職場への定着、優秀な人材の確保、ひいては企業の成長、発展につなげること
ができます。
　岡山労働局では、働き方改革に関する相談や助言を行うため、専門的な知識や豊富な経験を有する社会保険労務
士等から任用した「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置しています。

※「働き方・休み方改善コンサルタント」のご利用は全て無料です。相談内容に関する秘密は守られます。

１　コンサルティング（個別訪問によるアドバイス）
　　「働き方・休み方改善コンサルタント」が事業場にお伺いし、労働時間や休暇制度の
状況を診断のうえ、アドバイスや改善に向けた具体的な提案や資料の提供を行います。
２　説明会への講師派遣
　　労働時間や休暇制度に関する説明会などに、「働き方・休み方改善
コンサルタント」を講師として派遣します。

３　研修会（ワークショップ）の開催
　　長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得向上に成果を上げている事例などを教材として、
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に関する研修会を開催します。

働き方・休み方改善コンサルタント働き方・休み方改善コンサルタント
を利用しませんか？を利用しませんか？

「働き方・休み方改善コンサルタント」制度は、以下のような方法でご利用いただけます

事業主、事業主団体のみなさ
ま

■問い合わせ・申込先■　岡山労働局　雇用環境・均等室
TEL 086-225-2017　　E-mail  kokin33hata@mhlw.go.jp

～企業が抱えるこのような悩みにコンサルタントが対応します！～～企業が抱えるこのような悩みにコンサルタントが対応します！～
□働き方改革を考えているが、そもそも何をすればいいのか分からない
□残業時間を削減し、長時間労働を改善したい
□優秀な人材を確保するためにも年次有給休暇をはじめ休暇制度を充実したい
□労働時間や休日・休暇等の全般について、専門家に相談したい
□ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）ってどんなこと？
□従業員の動機付けが難しい。良い研修はないの？個別労働紛争解決システムの概要 相談件数の推移（10年間）

民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数

労働者 事業主

助言・指導の申出 あっせんの申請

民事上の個別労働紛争相談件数 総合労働相談件数

法違反に対する指導・監督など

（関係機関）都道府県 裁判所 法テラス　など

紛争

労働局
総合労働相談コーナー

企業内における自主的解決

紛争解決援助の対象となる事案

労働基準監督署 公共職業安定所 雇用環境・均等室

労働問題に関する情報提供・個別相談の
ワンストップ・サービス

都道府県労働局長
による助言・指導

紛争調整員会（労働問
題の専門家により組織
された委員会）による

あっせん
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相談・お問い合わせ先　　　岡山労働局　雇用環境・均等室　　電話　086-225-2017

 平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度  令和元年度  令和２年度  令和3年度  令和4年度  令和5年度  令和6年度

3,258 3,299
3,833 3,582

4,194
4,519 4,378

4,971 4,734
4,411

14,135
16,229

15,095 14,296
16,112

19,348

15,481 15,321 15,719
14,298

令和６年度個別労働紛争解決制度の施行状況について
～民事上の個別労働紛争の内容別相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が14年連続トップ～
　「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラ
ブルを未然防止や早期解決を促進するための制度で、以下の３つの方法があります。
　①幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」
　②個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」
　③あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委託して行う「あっせん」
　岡山労働局では、労働局及びすべての労働基準監督署に総合労働相談コーナーを設置し、相談対応等
を行っています。
　令和６年度に同コーナーに寄せられた相談は、前年度から約2.5％増加し、15,719件でした。
　このうち、労働基準法違反を伴わない労働条件の引下げや退職勧奨等の民事上の個別労働紛争に関す
る相談が4,734件でした。
　相談の内容は、前年度の1,711件から大きく減少したものの、「いじめ・嫌がらせ」が1,062件で
最多となっています。
　「助言・指導」の件数については前年度より13.3％減少して85件、「あっせん」の件数についても
前年度より36.6％減少して26件でした。
　岡山労働局では、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます。

ほか　計 2180（35.6%）

雇止め　　　　 
賠償
出向・配置転換
懲戒処分 
その他
その他の労働条件 

309（5%）
226（3.7%）
226（3.7%）
168（2.7%）
479（7.8%）
574（9.3%）

いじめ・嫌がらせ   
　1062（17.4%）

令和６年度
民事上の個別労働紛争

相談件数
計６,１２９件
（※内訳延べ
　合計件数）

自己都合退職
  964（15.8%）

労働条件引下げ
  689（11.3%）

解雇 592
676（11%）

退職勧奨
549（9%）
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労働安全衛生関係

免許試験日程

2025年10月から12月までの間
に当センターで実施する学科試験
の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験

クレーン・
デ リ ッ ク
運 転 士

12月

11

2
2

5
5

1・17
1・17

23

16

3
8
8
8
8

2

7・30
7・30

11月10月

19
12

6
6・26

5

13
13
14
21
14

★には、更に実技試験があります。
2025年

★
★

★

★
★

2025年７月分 
新型コロナウイルス感染症り患による
労働災害発生状況

休業4日以上
（速報値）

製造業
0人（－9） 

第三次産業
215人（－245）

合計
215人
（－254）

2025年（令和７年）労働災害発生状況

鉱業
3人
（－1）

建設業
2人（±0）

その他
12人（－12）

第三次産業
   516人（＋21）　

第三次産業
  0人（－1）　

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

7月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
7月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

林業
11人（－12）

製造業
4人（＋2）

製造業
294人（－7）

建設業
125人（－1）

運輸交通業
178人（－12）

運輸交通業
 2人（＋2）

貨物取扱業
 1人（＋1）

その他の
業種
1人（＋1）

その他
1人（＋1）

貨物取扱業 12人（－8）

交通事故
1人（＋1）

墜落・転落
4人（＋3）

崩壊・倒壊
0人（－2）

激突され
1人（＋1）

有害物との接触
0人（－1）

はさまれ・
 　　　巻き込まれ     
　　     3人（＋2）     

事故の
型　別
10人
（＋5）

令和７年死亡災害発生状況
番号 業　　種 災害発生月  発生時間帯 事故の型 起因物 災　害　発　生　状　況 備考

9 道路貨物
運輸業

令和7年
7月 9時台 墜落、転落 トラック 高さ2m

以上

高さ2m
以上

荷主先で、木質チップをトレーラーに積み込む作業を終え、トレーラーの運転手が
荷台に満載したチップの上でシート掛けを行っていたところ、荷台の後端部でバラ
ンスを崩し、転落した。

10 港湾
荷役業

令和7年
7月 14時台 激突され 移動式クレーン

接岸した船舶の船倉内で、移動式クレーンを用いてフレコンパックの荷降ろし作業の
作業指揮をしていた被災者が、荷の巻き上げ合図を出した後に、船倉のフレコン
バックの隙間に落下し、頭部から血を流している状態で発見されたもの。

岡山労働局 （令和７年７月末現在）

（注）令和７年１月１日から令和７年７月末日までに発生した労働災害で、令和７年７月末日までに労働基準監督署に報告のあったもの。

業種別
10人
（＋5）

木建17人（－3）

全産業
1,151人
（－32）

全国労働衛生週間の実施について
介護看護現場におけるノーリフトケア＆ICT DX推進セミナー
フリーランス・事業者間取引適正化等法
令和６年度個別労働紛争解決制度の施行状況について
働き方・休み方改善コンサルタントを利用しませんか？

2
4
10
12
13

中小企業無災害記録証が授与されました
令和７年度岡山地方産業安全衛生大会のご案内
産業用ロボット（教示・検査）特別教育の実技を再開します！
労働安全衛生法に基づく免許試験の受験申請は
オンラインで！

6
7
9
11
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